
平成３０年度　施策評価シート

理由

地域の特色を活かした望ましいまちにするためには、良好な都市環境の形成に関する誘導など、継続的な取組が必
要である。

地区整備計画区域面積

H37

評価

Ｂ

○

指　標　名

最終評価

99.0ha

基準年(H28) H29 H30 H31

基本目標

政策 210 多様な都市機能が調和したまちをつくる

H32 H33 H34 H35 H36 H37H30 H31H29

指　標　名 「地域の特色を活かしたまちづくりが進んでいる」と思う区民の割合

地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくるⅡ

基準年(H28)

施策 211 職・住・学・遊が調和したまちづくりを計画的に進める

施策の目標
　多様な都市機能が調和したまちとなるため、職・住・学・遊の調和する総合的・
計画的な土地利用が進み、地域の特性に応じたまちづくりのルールが確立するこ
とで、誰もが快適に活動をしています。

１ 基本計画における成果指標の状況

53.0％目標

実績

50.0％-

47.2％

97.0ha

実績 85.9ha

H32 H33 H34 H35 H36

H29

H28

総事業費推移（千円）

480

451

地域の特性等を踏まえたまちづくりを実現するためには、まちづくりのルールづくりや地域の取組など、地
道な活動を重ねていく必要があり、効果がすぐに表れるものではなく、長期的な視点で計画的継続的に進
める必要がある。

H30

２ 目標と現状(実績)についての分析及び総事業費推移

指標の推移・施策の課題や問題点について記述

目標 -

３ 施策の評価及び判断理由

【上記の判断理由】

調和したまちを実現するには、長期的な視点で計画的継続的に進める必要がある。

４　今後の施策の運営方針

【今後の具体的な方針】
引き続き適正な民間開発等の指導・誘導を行うとともに、区民のまちづくりへの理解を深めていく中で、地域ごとの特性に
応じたまちなみを形成していく。

施策の戦略的方向性一次評価

(１)　優先的に資源投入を図る。

(２)　現状維持とする。

(３)　現状維持だが、より効率的な運営を図る。

(４)　資源投入の縮小を図る。



開発事業の指導事務
（開発指導要綱に係る指導

事務）
0

施策への関連性

0件

評価対象年度

目的に対する指標

人コスト
（千円）

歳　出
総　額

（千円）

2,040

4,441

9,985

3団体

3団体

100%

100%

自発的なまちづくりを進める区民等に対
し、「墨田区まちづくり条例」に基づく
専門家の派遣やまちづくり活動に対する
助成金の交付による支援を行い、区民自
らが積極的に地域のまちづくりを進める
環境を整える。

　良好な居住環境及び都市環境の形成のために、事

業者に要綱の主旨を伝え理解を求め、指導・誘導す

ることにより、必要な施設整備及び適切な管理を行

うことで、区民が快適な生活を確保しつつ、安全・

安心に住むことができ、もって人と地域と環境にや

さしい活力ある豊かなまちづくりを実現する

9,769

中高層建築物を建てる場合には、周囲の環境に様々な影響（日

照、プライバシー、電波障害、工事被害など）を与えるため、

近隣住民と建築主との間で紛争になることがある。そのため、

区では、建築紛争の未然防止及び紛争の早期解決を目的とした

「墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する

条例」を定め、良好な近隣関係の構築に努めている。
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歳　出
決算額

（千円）
事務事業名番号 年度目標値

年度実績値

1 まちづくり活動支援事業 264 1,776
現状維持

平成２８年度

５　この施策に係る事務事業（重要度・貢献度順）                     

直近の評価内容

評価結果

4

現状維持

平成２８年度

現状維持

平成２８年度

4,441

3 建築関係紛争処理事務 216
2件

2


